
入 札 説 明 書 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）リース物品、数量等 

   通信実験機器（数量等詳細は別紙仕様書のとおり） 

 

（２）リース期間 

   令和８年１０月１日～令和１３年９月３０日（６０月） 

 

（３）入札方法 

   ① 入札は、１箇月当たりのリース料で行います。見積に当たっては６０月リース料率で 

    計算してください。 

   ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を 

    加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた 

    金額）をもって落札価格としますので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事 

    業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額（１箇月当たりの契約希 

     望金額）の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。 

   ③ 入札は、大分県物品等電子入札システムにて行います。 

（４）同等品で入札参加を希望する場合 

同等品にて入札参加を希望する場合は別紙「同等品確認書」を令和８年６月３０日（火）

１０時までに提出してください。 

（５）入札にかかる質問事項 

本件について、質問がある場合は別紙「質問票」にて令和 8 年 7 月１日（水）１７時まで

に提出してください。 

   

２ 入札保証金に関する事項 

  大分県契約事務規則第２０条第３項第２号により入札保証金は免除します。 

 

３ 契約保証金に関する事項 

（１）落札者は、契約担当者が指定する日時までに、落札金額に６０を乗じた金額の１００分の

１０以上の金額を納付しなければなりません。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、契

約保証金の納付が免除されます。免除申請を行う場合には落札決定の日から７日以内に契約

保証金免除申請書を提出してください。 

① 契約保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約

を締結し、当該履行契約保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。 

② 過去２箇年の間に国又は都道府県とこの契約に付する事項と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を２回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証す

る書面を提出したとき。 

 

（２）契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行したときに還付します。 



４ その他条件 

(１)借入物品に動産総合保険を付保する必要はありません。 

(２)借入期間終了後は、借入物品の所有権を放棄してください。 

(３)この入札に係る契約は、地方自治法第 234 条の３に規定する長期継続契約とします。この契 

約を締結した年度の翌年度以降において、当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場 

合は、本県はこの契約を変更又は解除できるものとします。 

 

５ 問い合わせ先 

〒８７１－０００６ 

   大分県中津市大字東浜 407-27 

        大分県立工科短期大学校 

    電話 ０９７９－２３－５５００ 、ＦＡＸ ０９７９－２３－７００１ 

                 （契約事務に関すること）  学生支援班     千田 

                 （仕様書に関すること） 機械システム系 中畑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

契約保証金免除申請書 

                               

 大分県立工科短期大学校 通信実験機器のリースに係る契約保証金の免除を申請し

ます。 

 

 

○免除理由 

   

 

 

 

 

 

  添付書類 

 

 

    令和  年  月  日 

 

 

 

                              住    所 

 

                              商号又は名称 

 

                              代表者氏名                            印 

 

 

 

  契約担当者職氏名  大分県立工科短期大学校長  䑓  博治 殿 

 

 

 

 

 

 



 

質  問  票 

 

  質 疑 年 月 日        令和  年  月  日 

  件     名 通信実験機器のリースに係る入札 

  会  社  名  

  責 任 者 氏 名         

 

  連  絡  先 

 （住所・氏名等） 

 

                                

                                

                                

TEL e-mailアドレス 

 質疑内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


